
     

 

互助会が満期を迎えたので業者に連絡を入れたところ、解約手数料がかかり、

返金が少なくなると云う相談が寄せられました。 

 

【事例】 

  数年前、互助会の営業マンをしている知人から「積み立てをしないか」と

勧誘され、月３，０００円を１００回掛ける契約をした。満期を迎えるとい

うはがきを受け取り、互助会に連絡を入れたところ、「解約には解約料がかか

る」と言われた。契約時に「満期でも解約料がかかる」といった説明を受け

なかった。納得できない。勧誘をしてきた知人の営業マンはすでに辞めてい

る。 

 

 

              

 

 

 互助会の掛け金も毎月支払うため、金融機関の積み立てのように思われがち

です。金融機関の積み立ては満期時に利息を加え払い戻されますが、互助会

の積み立ては金融機関の積み立てとは違い利息は付きません。満期になって

も利用しなければ中途解約になり解約料がかかります。会員として施設を利

用すれば会員特典を受けることができます。 

 契約時には、互助会を利用するかどうかをよく検討して加入しましょう。ま

た申込み内容や約款をよく確認して契約しましょう。 
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